資料2
【重要】会計事務について（必読）
1．補助金の対象となる支出かどうか確認してください。
(1) 交付決定後～令和9年3月31日までの支出が補助対象となります。

(2) 対象となる支出かどうか、ご確認ください。例えば、団体構成員のみの交流会に充てられる食事代は対象外であり、会議や打ち合わせのお茶などは対象となります。詳細は、募集要項の各支援枠の補助対象経費一覧をご覧ください。
≪特に質問が多い事項≫
・報償費について
…事務職員への雇用経費等の恒常的なもの、団体構成員への支出は講師を務める場合であっ
ても対象外経費です。自己資金から支出しましょう。
…菓子折りなどの物品による謝礼に係る経費などは対象外経費です。自己資金から支出しましょう。
・光熱水費について
…電気代、水道代等の運営の経常経費には支出できません。自己資金から支出しましょう。
　　　・食糧費について
　　　　　…会議の飲み物、参加者の飲み物代は対象ですが、団体構成員間の交流に係るお菓子、団体構成員の飲食に係る経費、交流会や懇親会での飲食代は対象外経費です。団体構成員の食事等は自己資金から支出しましょう。
　・備品購入費について
…基本的に事前に見積書を添付し申請していたものに限ります。

補助対象経費内の制限（補助対象経費の2分の1）を守っていただく必要があります。
　
　　そのほか、必要経費と認められるか判断に迷う場合は、市地域づくり推進課ま
で事前にご確認お願い致します。
※支払いを行った後、対象外経費と認める場合、全額自己負担となります。
2．支払いを行った際には、必ず領収書を受け取ってください。
	支払方法
	注　意　点

	共　通
	●宛名は、補助金申請団体名としてください。

●必ず但し書き(何に支払ったものか)の記載があることを確認してください。
●補助事業にかかる経費の支払いによって個人が利益を取得することを防ぐため、補助事業に関する経費を支払う際にポイントが付かないような買い方をしてください。ポイント付与が領収書やレシートで確認できた場合は、精算の際に付与ポイントを日本円（例：1ポイント＝１円）とみなし、その分を差し引いた金額で確定します。

	現金
	●領収書
	



※5万円以上の場合、印紙が必要となります。詳しくは印紙税法を御確認いただき、疑義がある場合は税務署へ確認してください。

	
	●レシート
	「領収書」及び宛名等の必要事項の記載があれば、証拠書類として扱えます。

	金融機関等の口座振込
	請求書と振込明細書を合わせて証拠書類としてください。振り込みの名義人は、補助金申請団体名としてください。また、請求書上等で、①購入したもの と、②購入事業者 が明確であるようにしてください。

	クレジットカード
	領収書の他に、カードの利用明細書を添付してください。


領 収 書　　　　　　　　令和○年○月○日





　東広島まちづくり団体　　様


金　　１０，０００円　領収しました。
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★補助金申請団体名





★但し書き





★発行者名









